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計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の背景 

日本の総人口は平成27年に1億2,709万人で，65歳以上の高齢者数は3,346万

人と高齢化率※は26.6％となっています。今後，人口が減少すると見込まれ

る中で，「団塊の世代」の高齢化に伴い高齢者数は増加し，少子化の進行と

相まって，平成37（2025）年には高齢者数は3,657万人となり，高齢化率は30％

を超えると見込まれています。 

こうした高齢化の進行に伴う要介護高齢者の増加に加え，核家族化の進行

など要介護者を支えてきた家族をめぐる状況の変化に対応するため，平成12

年に創設された介護保険制度は，平成18年度に予防重視型システムへの転換

や地域密着型サービスの導入，地域包括支援センターの創設などが行われた

ほか，平成24年度には，高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営めるよ

う，医療，介護，予防，住まい，生活支援サービスが切れ目なく提供される

「地域包括ケアシステム」の実現に向け，定期巡回・随時対応型訪問介護看

護や複合型サービスが創設され，平成27年度には在宅医療・介護連携や新し

い介護予防・日常生活支援総合事業の取り組みが図られるとともに，平成27

年1月に策定された「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」に基づ

く認知症施策を推進してきました。 

本市では，平成5年に老人福祉法および老人保健法に基づく「函館市高齢者

等保健・医療・福祉計画」を，平成12年には第２次計画と介護保険事業計画

を一体的に策定し，以来3年ごとに計画を見直しながら，高齢者の保健・福祉

にかかわる各種サービスの総合的な提供に努めてきました。 

このような中，本年6月には，地域包括ケアシステムの深化・推進および介

護保険制度の持続可能性の確保を目的とする「地域包括ケアシステムの強化

のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立し，介護保険法が改正

されたことから，自立支援・重度化防止の取組や，医療・介護の連携などを

推進し，団塊の世代がすべて75歳を迎える平成37（2025）年までの中長期的

な視野に立った計画を策定します。 

 

※高齢化率：年齢不詳者数を除く人口に対する高齢者人口の割合 
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２ 法令などの根拠 

  この計画は，介護保険の利用の有無にかかわらず，高齢者全体の保健・福

祉の施策全般を定める高齢者保健福祉計画と，介護保険事業についてそのサ

ービス見込量などを定める介護保険事業計画を一体的に策定するものです。 

  高齢者保健福祉計画は，基本的な政策目標を設定するとともに，その実現

のために取り組むべき施策全般を盛り込んでおり，これは，老人福祉法第 20

条の８に規定された老人福祉計画であり，今回が第８次の計画となります。 

  また，介護保険事業計画は，要支援・要介護者の人数，介護保険の給付対

象となるサービスの利用意向等を勘案し，介護給付等対象サービスの種類ご

との量や地域支援事業の量の見込み等を定める，介護保険法第 117 条に規定

された介護保険事業運営の基礎となる事業計画で，今回が第７期の計画とな

ります。 

 

 

３ 計画策定に向けた取組みおよび体制 

 

(1) 函館市高齢者計画策定推進委員会の開催 

  計画の策定にあたり，市民の意見を反映するために，学識経験者や保健・

医療関係者，福祉関係者，市民団体および一般公募の市民により構成する「函

館市高齢者計画策定推進委員会」を開催します。 

 

(2) 市民への情報公開 

  函館市高齢者計画策定推進委員会での協議については公開し，協議経過を

市のホームページ上で公開していくほか，計画内容について，パブリックコ

メントで意見集約や周知を図ります。 

 

(3) 各種調査の実施 

  計画の策定にあたり，高齢者や介護サービス提供事業者の実態・意向を把

握するため，以下の調査を実施します。 

 

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

   日常生活圏域ごとの課題やニーズ，必要なサービスの種類や量，サービ

ス提供基盤の整備や地域支援事業の構築等をどのように進めていくかの具

体的方策について検討するため，日常生活圏域ごとに要支援認定者および

非認定者（要支援・要介護認定者を除く者）から無作為抽出した 7,986 人

に対し，高齢者の意識，生活実態，健康状態，介護環境等について調査し

ました。 
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②在宅介護実態調査 

     介護離職を防止するためにどのようなサービスが必要かといった観点か

ら，「高齢者等の適切な在宅介護の継続」と「家族等介護者の就労継続」の

実現に向けた介護サービスのあり方を検討するため，居宅介護支援事業所の

認定調査員による聞き取りを 598 件行い，家族等からの介護の状況，介護者

の勤務形態等について調査しました。 

 

③介護保険施設等入所（入居）申込者状況調査 

  介護保険施設等の施設・居住系サービスの必要量の設定等に係る基礎資

料とするため，市内に所在する介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

などの介護保険施設等に対し，当該施設に入所(入居)申込みをしている者

の居住地，要介護度，居場所等を調査します。 

 

 

４ 計画期間   

介護保険法に基づき，平成 30 年度から 32 年度までの 3 年間の計画としま

す。 

 

 

 

 

 

計画名 年度（平成）

（計画期間）

函館市高齢者等保健・医療・福祉計画

（平成５～11年度）

第２次函館市高齢者等保健・医療・福祉計画

函館市介護保険事業計画

（平成12～16年度）

第３次函館市高齢者等保健・医療・福祉計画

第２期函館市介護保険事業計画 見直し，策定→

（平成15～19年度）

第４次函館市高齢者等保健・医療・福祉計画

第３期函館市介護保険事業計画 見直し，策定→

（平成18～20年度）

第５次函館市高齢者保健福祉計画

第４期函館市介護保険事業計画 見直し，策定→

（平成21～23年度）

第６次函館市高齢者保健福祉計画

第５期函館市介護保険事業計画 見直し，策定→

（平成24～26年度）

第７次函館市高齢者保健福祉計画

第６期函館市介護保険事業計画 見直し，策定→

（平成27～29年度）

第８次函館市高齢者保健福祉計画

第７期函館市介護保険事業計画 見直し，策定→

（平成30～32年度）

※平成37年度までの中長期的なサービス水準等を推計

14 15 16６ ７ ８ ９ 18 19 20 21 2210 11 1712 13 23 27 28 2924 25 26

策定

中間見直し→

※平成26年度までの目標量を盛り込む

30５ 3731 32 33 34 35 36
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５ 他の計画との整合 

計画の策定にあたっては，国の基本指針に即し，同時に策定される北海道

の高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画および医療計画との整合を図

りながら策定します。 

  また，第３次函館市地域福祉計画や他の高齢者に関する事項を定める各種

計画と調和が保たれたものとします。 


